
． 事業者

法 人 名 社会福祉法人敬愛会

所 在 地 東京都立川市幸町4-52-1

電話番号

代 表 者

設立年月

． 施設の概要

施設の種類

指定地域密着型介護老人福祉施設

事業の目的と運営方針

事業者情報

：

：

：

： 1 3 9 3 0 0 0 0 8 6

：

：

：

： 空床型短期入所者生活介護併設

設備等の概要

当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。

． 事業実施地域及び営業時間

通常の事業の実施地域
※上記以外の地域の方は原則として当事業所のサービスを利用できません。

営業日及び営業時間 24時間365日
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（1）

特別養護老人ホーム　ほゝえみ ～重要事項説明書～

1

（1）

（2）

（3） 042-536-3912

（2）
当施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を
念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことによりご利用者がその有する能
力に応じた自立した日常生活を営むことができるようにすることをめざします。

（3）

名 称 特別養護老人ホーム　ほゝえみ

（4） 理事長  青 木　澄 雄

（5） 昭和49年9月1日

電 話 番 号 042-537-7005

そ の 他

（4）

設　備 個　数 備　　考

開設年月日 平 成 23 年 8 月 1 日

事業所番号

施 設 長 須 崎 義 男

定 員 29名

所 在 地 立川市上砂町2-3-10

居室 29床 洗面台 あり 個室、コール

食堂 2ヵ所 食事の場所 （食堂・居室）

機能訓練室 2ヵ所

医務室 1ヵ所

浴室 1ヵ所 機械浴 あり リフト浴、脱衣室

トイレ 8ヵ所

静養室 1ヵ所

消防設備 　消火器具・自動火災報知設備・スプリンクラー等
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（1） 立川市

（2）



． 職員の配置状況

≪主な職員の配置状況≫※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

． サービス内容

ご利用者に対して以下のサービスを提供します。

施設サービス計画の立案

食事

身体状況に応じた食事を提供し、食事の時間、場所はご利用者の希望に応じます。

（基本）朝食：7：30～　　昼食：12：00～　　夕食：18：00～

入浴

週２回の入浴を実施します。体調等によって清拭となる場合があります。

介護

食事介助、更衣介助、排泄介助、体位変換、移動介助、相談等の精神的ケア

機能訓練

機能訓練室にて入所者の状況に応じて機能訓練を実施します。

健康管理

定期健康診断、健康チェック（血圧、体温）、嘱託医師による回診（週１回）

医療が必要と判断された場合は速やかに医療機関に通院又は入院して頂きます。

緊急時は医療機関に責任を持って引き継ぎます。

生活援助

寝たきり防止のためできる限り離床に配慮します。

生活リズムを考え、毎朝夕の更衣を行うよう、配慮します。

清潔な寝具を提供します。（リネン交換を週１回実施、必要な場合はその都度実施）

（8） 相談援助サービス

（9） 行政手続代行

（10）その他

※

． サービス利用料金

介護費（介護報酬告示額）

① 基本介護費

② 加算

※ 「重要事項説明書（別紙：介護費）」参照

「食費」及び「居住費」（1日契約）

① 費用…「重要事項説明書（別紙：介護費）」参照

② 介護保険負担限度額認定

（1）

（2）

（3）

（4）

これらのサービスの中には、ご利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂くもの
もありますのでご相談ください。

（7）

4
ご利用者に対してサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を
配置しています。

常勤 非常勤 兼務従業者の職種 従業者の職種 常勤 非常勤 兼務

1人 0人 -看護職員

介護職員

1人 0人 あり

1人 0人 あり介護支援専門員

生活相談員

1人 - あり

0人 1人 -医師

施設長

あり0人 2人

5

0人 1人 あり

1人 0人 あり

1人 0人 あり機能訓練指導員

栄養士

3人 4人 - 宿直員

事務職員

6

（5）

（6）

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該地域密着型介護老人福祉施設
のサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の
告示上の額として設定します。

（1）

（2）



市民税非課税世帯の老齢年金受給者や生活保護受給者

市民税非課税世帯であって、課税年金額と合計所得金額の合計が８０万円以下

市年税非課税世帯であって、第１、第２段階以外

市民税課税世帯の方

③ 入院や外泊期間中の料金について

運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額、自己負担）

・ 嗜好品代（希望者）

・ 事務手数料

・ 理美容代

・ 医療費、薬代

・ レクリエーション材料費等（個人使用の場合）

・ 行政手続き代行（交通費等）

・ その他、個人的購入における費用等

． サービス利用料金の支払い

金融機関口座からの振り替え（基本）
下記指定口座への振り込み

社会福祉法人敬愛会 理事 青木　澄雄

． サービス利用にあたっての留意事項
①

②

③

④

． 利用者の尊厳

． 緊急時の対応

． 事故発生時の対応

事故の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。
①

②

． 終末期への対応12

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、東京都、立川市および関係医
療機関等への連絡を行うなど、必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった
処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。
事故防止のための指針を整備し、委員会の定期的開催、事故の集計、分析、再発防止
策を検討します。また、職員研修を定期的に実施し、安全管理に努めていきます。

安全対策管理責任者： 須崎　義男

第３段階:

第４段階:

前項6.の料金・費用は、1ヵ月ごとに計算して請求いたします。翌月末までに以下の
いずれかの方法でお支払い下さい。

ア．
イ．

多摩信用金庫 砂川支店 普通口座 0464881

ご利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行い
ます。

介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費
の額とします。

第１段階:

第２段階:

7

220 円／日

1,500 円／月

1,500 円／回

ご利用者が、入院あるいは外泊等で、施設の居室を利用しない場合は、介護保険
の「負担限度額」に関係なく、4段階の居住費としてご負担いただきます。ただ
し、短期入居者が当該空室を利用した場合は、居住費は発生しません。

（3）

実費

実費

実費

実費

10
サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合、速やかに主治医や
協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。

11

8
施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用によ
り破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。
外出を希望する場合は、所定の手続により届けることとします。

他のご利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

施設内での他のご利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

9



． 高齢者虐待防止対策

． 身体拘束の禁止

身体拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じます。
①

②

． 秘密の保持と個人情報の保護について

①

②
③

④

． サービス内容に関する相談・苦情の受付について

相談・苦情の受付

ご相談や苦情は以下の専用窓口で受け付けます。

○苦情相談受付窓口（担当者）

○受付時間 毎週月曜日～金曜日（9：00～18：00）

○受付連絡先

→ → → →

苦情解決第三者委員

田路 至弘（とうじ よしひろ）＜弁護士＞

行政機関その他苦情受付

公的団体の窓口

医師が終末期にあると判断した入所者に対し、本人もしくは代理人の同意において、そ
の心身の苦痛・苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方の尊厳に十分配
慮しながら、満足して生活ができることを目的として、終末期の介護を行っていきま
す。（別紙「看取りに関する指針」参照）

15

（1） ご利用者及びそのご家族に関する秘密の保持について

相談・苦情 報告確認 会議開催 申出者と協議

14

原則として、ご利用者の自由を制限するような身体拘束を行いません。ただし、緊急
やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前にご利用者及びそのご家
族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際のご利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。
身体拘束等の適正化を図るための指針を整備し、委員会の定期的開催、職員研修を定
期的に実施していきます。

身体拘束等適正化対策担当： 須崎　義男

13
入所者の虐待防止を図るための指針を整備し、委員会の開催、職員研修を定期的に実施
していきます。また、入所者等からの苦情の解決体制の整備等、虐待防止のための措置
を講じます。

虐待防止対策担当： 須崎　義男

16

（1）

須崎　義男

氏　名

電　話

当施設はサービスを提供する上で知り得たご利用者及びご家族に関する秘密を正当な
理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も
継続します。

（2） 個人情報の使用・提供に関する注意事項について
当施設は、前項に規定にかかわらず、ご利用者及びご家族の以下のために、必要最小
限の範囲内で使用、提供または収集します。

ご利用者に関わる施設サービス計画の立案や円滑なサービス提供のために実施さ
れるサービス担当者会議での情報提供
介護支援専門員や関係機関との連絡調整

再発防止

（2）

ご利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医の意見を求める必
要がある場合
ご利用者の容態の変化にともない、緊急連絡を必要とする場合

（4）

03-3241-6436

042-537-7005

（3）

立川市泉町1156-9

電  話 042-523-2111
立川市福祉保健部
介護保険課

所在地



03-5283-7020（専用電話）

． 運営推進会議の設置

＜運営推進会議＞

利用者ご家族代表

市の職員、地域包括支援センター職員、地域の住民、民生委員等

 内容・評価・要望・助言等について記録作成・公表

． 協力医療機関、バックアップ施設

＜協力医療機関・施設＞

○ 独立行政法人国立病院機構　 所在地
電話

○ 所在地
電話

○ 所在地
電話

○ 所在地
電話

． 非常災害対策

非常火災時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。

・防災時の対応 防火管理体制により対応します。

・防災設備 年2回設備点検実施

・防災訓練 年2回実施

防火管理者：

災害時対策として、事業継続計画（BCP）を定め、定期的に研修や訓練を実施します。

連携体制

○ 消防署：

○ 二番組自治会、大山団地自治会

． 感染症対策

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止対策のため、以下の措置を講じます。
①

② 感染症対策として、事業継続計画（BCP）を定め、定期的に研修や訓練を実施します。

． 電磁的記録等による同意と保存21
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東京都国民健康保険団体連合会 所在地 千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館

開  催: 隔月で開催

会議録:

※他の地域密着事業所との開催もあります

介護相談指導課　介護相談窓口 電  話

東京都立川市緑町3256番地
災害医療センター 042-526-5511

立川市曙町1-30-12JPﾄﾗｽﾄﾋﾞﾙ2F
042-519-3078

住所：

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止対策のための指針及びマニュアルを整備
し、委員会の開催、職員研修、訓練を定期的に実施していきます。

アイコールメディカル在宅
クリニック

自治会：

ご利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医療機関を協
力医療機関として連携体制を整備しています。

福祉サービス運営適正化委員会（事務局） 電  話

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供にあたり、サービスの提供状況
について定期的に報告すると共に、その内容等についての評価、要望、助言を受けるた
め、下記のとおり運営推進会議を設置しています。

構  成: 利用者代表

特別養護老人ホーム
　敬愛ホーム

立川市上砂町2-14-1
042-537-5637

（3）

立川消防署砂川出張所

山下歯科診療所 立川市幸町2-23-8
042-534-0188

03-6238-0177

東京都社会福祉協議会 所在地 千代田区神田駿河台1-8-11東京YWCA会館3階

20

17

立川市砂川町3丁目43-4

電話：042-535-0119

19

（1）

須 崎 義 男

（2）



①

②

． 損害賠償について

【同意書】
令和 年 月 日

＜事業者＞

印

＜利用者＞

印

＜代理人＞

印

【その他確認欄】

嗜好品（おやつ、飲み物等の飲食物）：２２０円／日　について

□ 希望する □ 希望しない

書類（契約書や重要事項説明書、サービス計画書等）の説明・同意について署名、押
印を求めないことも可能とします。説明の上、同意頂いた場合は電磁的記録（メー
ル・WEB・オンライン等）の記録を行い同意を得たものとします。
電磁的記録等については契約終了後5年間保管します。

説 明 者 須 崎 義 男

私は、本書面に基づいて施設から重要事項の説明を受け、指定地域密着型介護老人福
祉施設サービスの提供開始に同意しました。

住 所

所 在 地 立川市上砂町2-3-10

氏 名

22
　当施設において、施設の責任によりご利用者に生じた損害については、施設は、速
やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。
　ただし、損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められた場合、ご利用
者のおかれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施設
の損害賠償責任を減じさせていただきます。

指定地域密着型介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事
項の説明を行いました。

氏 名

住 所

事 業 所 名 特別養護老人ホーム　ほゝえみ


